
沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
法
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
法
令
一
覧
）

○
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
（
附
則
第
十
五
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
（
附
則
第
十
六
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
２

○
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
附
則
第
十
七
条
関
係
）
・
・
・
・
３

○
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
附
則
第
十
八
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
４

○
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
一
年
法
律
第

号
）
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５

○
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
一
年
法
律
第

号
）
（
附
則
第
二
十
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
６

○
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第

号
）
（
附
則
第
二
十
一
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
８
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○
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
十
五
条
関
係
）改

正

案

現

行

別
表
（
第
十
二
条
関
係
）

別
表
（
第
十
二
条
関
係
）

名
称

根
拠
法

名
称

根
拠
法

沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大

沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
法
（
平
成

（
新
設
）

学
学
園

二
十
一
年
法
律
第

号
）

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七

年
律
第
三
十
一
号
）

年
律
第
三
十
一
号
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
十
六
条
関
係
）改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

名
称

根
拠
法

名
称

根
拠
法

沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大

沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
法
（
平
成

（
新
設
）

学
学
園

二
十
一
年
法
律
第

号
）

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七

年
律
第
三
十
一
号
）

年
律
第
三
十
一
号
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
十
七
条
関
係
）改

正

案

現

行

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

名
称

根
拠
法

名
称

根
拠
法

沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大

沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
法
（
平
成

（
新
設
）

学
学
園

二
十
一
年
法
律
第

号
）

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七

年
律
第
三
十
一
号
）

年
律
第
三
十
一
号
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
十
八
条
関
係
）改

正

案

現

行

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

一

削
除

一

独
立
行
政
法
人
沖
縄
科
学
技
術
研
究
基
盤
整
備
機
構

二
～
三
十
二

（
略
）

二
～
三
十
二

（
略
）
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○
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第

号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
十
九
条
関
係
）改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

行
す
る
。

一

次
条
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
二
十
四
条
及
び
第
百
五
十
六
条
の
規
定

一

次
条
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
二
十
四
条
及
び
第
百
五
十
五
条
の
規
定

公
布
の
日

公
布
の
日

一
の
二
～
六

（
略
）

一
の
二
～
六

（
略
）

（
沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
法
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
五
条

沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
法
（
平
成
二
十
一
年
法

（
新
設
）

律
第

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で

削
除

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
五
十
六
条

（
略
）

第
百
五
十
五
条

（
略
）
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○
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第

号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
二
十
条
関
係
）改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

内
閣
府
関
係
（
第
二
条
―
第
六
条
の
二
）

第
二
章

内
閣
府
関
係
（
第
二
条
―
第
六
条
）

第
三
章
～
第
十
三
章

（
略
）

第
三
章
～
第
十
三
章

（
略
）

附
則

附
則

（
沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条
の
二

沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第

（
新
設
）

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
七
項
中
「
事
業
年
度
」
の
下
に
「
の
終
了
後
」
を
加
え
、

「
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
は
」
を
「
通
則
法
第
三
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
お
い
て
機
構
の
中
期
目
標
の
期
間

（
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
を
い

う
。
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
終
了
し
た
も
の
と
し
て
」
に
改
め
、

「
評
価
を
」
を
削
り
、
「
第
三
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
二
項

」
に
改
め
、
「
及
び
勧
告
」
を
削
り
、
同
条
第
十
三
項
を
同
条
第
十
四
項
と

し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
九
項

及
び
第
十
項
を
削
り
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
七
項

の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。
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８

通
則
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
及
び
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
つ
い
て
は
、
学
園
が
従
前
の
例
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
三
十
三
条
第
一
号
中

「
中
期
目
標
（
中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
次

の
中
期
目
標
）
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
業
務
運
営

の
改
善
に
関
し
独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
業
務
運
営
の
改
善
に

関
し
沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
」
と
す
る
。

９

通
則
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
評
価
委
員
会
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
単
に
「
評
価
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
り

学
園
が
従
前
の
例
に
よ
り
受
け
る
通
則
法
第
三
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
の
評
価
に
際
し
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
業
務
運
営
の
改
善

に
関
し
学
園
が
当
面
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
、
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
評
価
委
員
会
は
、
遅
滞
な
く
、
当

該
勧
告
の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
場
合
に
は
、

10
学
園
に
対
し
、
業
務
運
営
の
改
善
に
関
し
学
園
が
当
面
講
ず
べ
き
措
置
に

つ
い
て
、
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第

号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
二
十
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

名
称

根
拠
法

名
称

根
拠
法

沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大

沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
法
（
平
成

（
新
設
）

学
学
園

二
十
一
年
法
律
第

号
）

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七

年
律
第
三
十
一
号
）

年
律
第
三
十
一
号
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


